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地方税収と地方財政の財源不足の状況

○ 地方財政は、地方税収（３５．１兆円）の約３割に相当する巨額の財源不足（１０．６兆円）が生じて
おり、極めて厳しい状況にある。

○ 消費税引上げによる地方の増収は実質３兆円程度であり、今後も厳しい財政状況が続く見込み。

（注）財源不足額及び補塡措置は、補正後の額である（平成26年度は当初）

地方財政の財源不足の推移地方税収の構成（平成26年度地方財政計画額）
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法人関係税の国・地方の配分

国・地方を通じた法人関係税収の６割強は地方財源である。

＜ 税収 ＞
※ 平成26年度予算・地方財政計画ベース

収入割 0.2兆円（1.1%）
※ 図中の網掛けは、地方分の
法人所得課税を示す。

国分

6.6兆円
（37.7%）

地方交付税
原資分

（法人税×34%）

3.4兆円
（19.4%）

均
等
割

法
人
税
割

所
得
割

付
加
価
値
割

2.2兆円
（12.4%）

1.8兆円
（10.1%）

0.5
兆円
（3.0%）

0.4
兆円
（2.4%）

地方分 10.9兆円（全体の 62.3% ）

収入割 0.2兆円（1.2%）

資本割 0.2兆円（1.3%）

国税 地方税

地方法人税（３億円）

税収総額：17.6兆円

法人税（10.0兆円）
法人事業税
（2.6兆円）

地方法人
特別税

（2.2兆円）

法人住民税
（2.7兆円）

所
得
割

2.0兆円
（11.4%）
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法人課税の概要（平成26年度改正ベース）

× ＝
税率

２５．５％ 法人税額

法人税割

均 等 割

× １２．３％

× ５％

市

県

所 得 割

所 得 割

外形標準
課税

付加価値割

資 本 割

９．６％×

収 入 割

１．６兆円

０．６兆円

０．５兆円

２．２兆円

０．４兆円

０．２兆円

１．６兆円

０．４兆円

※ 税収はH26収入見込額

法人税
（国）

法人住民税
（県・市）

法人事業税
（県）

４．８兆円
（２．２兆円）

２．７兆円

１０．０兆円

※（ ）内は地方法人特別税
（内数）

× ７．２％

× ０．４８％

× ０．２％

１．３％×

【資本金１億円超の普通法人】 ２．８兆円

【資本金１億円以下の普通法人・公益法人等】 １．６兆円

付加価値額
（収益配分額＋単年度損益）

資本金等の額

収入金額

法人税額

法人税額

【電気供給業・ガス供給業・保険業を営む法人】 ０．４兆円

※ 税収の34％は地方交付税の原資

（９．７％）

（３．２％）

※ （ ）内はH26.10.1以後適用税率

地方法人税
（国）

法人税額 × ４．４％
※ 税収の全額が地方交付税の原資

法人住民税法人税割の一部（約0.6兆円）

を国税化したもの
※ H26.10.1以後適用税率※新設

所得

所得

所得
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※上段の「最大／最小」は、各都府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値であり、下段の数値は、税目ごとの税収総額である。
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55.0

81.0
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91.0

101.2
148.8

71.0
103.7
103.0

113.7
105.7

64.3
100.0

0 50 100 150 200

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

全国
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徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県
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自動車税 （参考）県内総生産(平成22年度）

最大／最小： ２．１倍 最大／最小： ２．９倍

１．２兆円 １．６兆円 ０．９兆円 ４９５．６兆円

※上段の「最大／最小」は、各都府県ごとの人口１人当たり税収額及び県内総生産額の最大値を最小値で割った数値であり、下段の数値は、税目ごとの税収総額及び県内総生産総額である。
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　　　　　　　（注）　１　表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含まない。
            　 ２ 平成24年度までは決算額、25年度は推計額（H25.12時点）、26年度は地方財政計画額である。
　　　　   　　３ 地方法人二税の平成21年度以降の点線は、国から都道府県に対して譲与されている地方法人特別譲与税を加算した額。
　         　     （㉑ 0.6兆円、㉒ 1.4兆円、㉓ 1.5兆円、㉔ 1.7兆円、㉕ 2.0兆円、㉖ 2.2兆円）

6.6

7.1

7.7
8.4

9.1

10.6

11.3 11.5 11.4

10.0
10.2

9.6

10.4

9.3

9.1

9.7 9.5

8.6
8.1 8.0

8.3

9.1

6.2 6.2

7.4

8.9

10.0

9.6 9.7 8.2

7.1
6.6 6.8

8.2
7.8

6.9

6.1
6.5

6.7

5.7
6.0

6.7

7.6

8.7
9.2

8.4

4.1
4.4 4.5

4.7
5.1

5.4

4.1
4.6

4.9
5.2

5.6
5.9

6.5

7.1

7.5
7.9

8.3 8.7 8.7

9.0

9.2

8.9 9.0

9.0 8.6 8.7 8.7

8.4

8.6

8.7 8.7 8.8 8.8

8.5 8.5 8.6

0.8

2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4

2.6 2.6 2.6 2.6
3.0

12.3
12.6 12.4

11.5
11.3

11.7 11.8 12.0

4.7

5.8 6.0
6.4

7.1
7.5

0.0

5.0

10.0

15.0

６０

年度

６１ ６２ ６３ 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

推計

２６

計画

12.1

主要税目（地方税）の税収の推移

地方法人二税

固定資産税

地方消費税

（兆円）

所得譲与税
3.0兆円

個人住民税

地方法人特別譲与税を含む
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「地方法人課税のあり方等に関する検討会」(※)報告書（平成25年11月）（関係部分抜粋）

○ 法人もその事業活動において、地方団体の行政サービスから受益している以上、受益に応じた負

担を法人の事業活動に求めることは適当であり、地方法人課税そのものは引き続き重要な役割を担

うべき。

○ 地方法人所得課税は、税収の偏在性が大きく年度間の税収の変動が大きいこと等から、

・ 法人住民税法人税割→ 都道府県分及び市町村分の交付税原資化

・ 法人事業税所得割 →  外形標準課税の拡充（付加価値割の充実等）

を目指すべき。

○ 外形標準課税への移行は、法人実効税率を引き下げる効果。一方で、赤字法人等についても受益

に応じた税負担を求めることとなる等について懸念の声もある。その際、既に付加価値割が導入され

ている資本金１億円超の法人について所得割を付加価値割に切り替えていくことと、資本金１億円以

下の法人に付加価値割を導入していくことのどちらを優先的に進めていくかについても、十分に検討

する必要。

○ 法人実効税率の議論は、経済界の要望が、法人実効税率の引下げを地方法人特別税・譲与税の

単純廃止で実現すべきとしているように、正に地方法人課税のあり方の論議と直結する議論である

ことはいうまでもない。ただ、現下の厳しい地方財政の状況に鑑みれば、単なる法人の負担軽減にと

どまるような地方法人課税の見直しを行う余地はない。

※地方財政審議会に設置 （座長：神野直彦 東京大学名誉教授）
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平成26年度与党税制改正大綱（地方法人課税の偏在是正）

［消費税率８％段階］

○ 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を
地方交付税原資化

１．法人住民税法人税割の税率の改正

（都道府県分） ５．０％ ［ ６．０％］ → ３．２％ （△1.8％） ［ ４．２％］
（市町村分） １２．３％ ［１４．７％］ → ９．７％ （△2.6％） ［１２．１％］

［ ］：制限税率

２．地方法人税（仮称）の創設

・ 法人住民税法人税割の引下げ分を規模とする国税（国が賦課徴収）

・ 法人税額を課税標準とし、税率は４．４％（法人住民税の税率引下げ分相当）

・ 税収全額を交付税特会に直接繰り入れ、地方交付税原資化

○ 偏在是正により生じる財源（不交付団体の減少分）を活用して地方財政計画に歳出を計上

○ 地方法人特別税の規模を１／３縮小し、法人事業税に復元

［消費税率１０％段階］

○ 消費税率１０％段階においては、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める。
また、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在
是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う。
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第二 平成15年度税制改正における個別税目の改革

二 法人課税

２．法人事業税（外形標準課税の導入）

法人事業税への外形標準課税の導入は、税負担の公平性の確保、応益課税として

の税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化・経済構造

改革の促進などの重要な意義を有する改革である。

外形標準課税については、厳しい景気の状況を踏まえ慎重に対処すべきとの意見

もあったが、受益と負担の関係を明確にして真の地方分権の実現に資するため、早

急に導入すべきである。

平成15年度における税制改革についての答申 －あるべき税制の構築に向けて－ （抄）
（平成14年11月 政府税制調査会答申）

外形標準課税に関する政府税制調査会答申
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所

得

割

資本割

外形標準課税制度の概要

資本金１億円を超える法人が対象（平成24年度では全法人中１．０％（約２．４万社／２４５万社））

所得割 法人の所得によって課税

付加価値割 法人の付加価値額によって課税

資本割 法人の資本金等の額によって課税（１千億円超部分の割り落とし、持株会社の特例有り）

資本金の額又は出資金の額以外の
金額の増減額 ×０．２％資本金等の額 ＝

資本金又は出
資金の額 ＋

所

得

割

税率 ９．６％

税率７．２％
税額１．６兆円※

（地方法人特別税を含む）
税率０．２％

税額０．２兆円

導入前 導入後 （税額は平成24年度分）

２

：
１

制
度
創
設
時
の

設
計

３ ： １
制度創設時の

設計

付加価値額 単年度損益＝ ＋
収益配分額

（報酬給与額※＋純支払利子＋純支払賃借料） ×０．４８％

※雇用安定控除（収益配分額の７割を超える報酬給与額を控除）有り

※ 税額は、
超過課税分
を含まない。

付
加
価
値
割

税率０．４８％
税額０．４兆円
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外形標準課税導入と法人実効税率

平成16年4月から資本金１億円超の法人を対象として、法人事業税所得割の１／４に外形標

準課税を導入したことにより、国・地方を通じた法人実効税率は１．３３％低下

所
得
割

所
得
割

付
加
価
値
割

資
本
割

税率

H10 H11 H16 H24
年度

46.36

40.87
39.54

34.62

15.28

13.50
11.56

10.83

外形標準課税の導入

▲1.33

法人実効税率

うち地方分

※標準税率ベース

税率 ９．６％

税率 ７．２％

東京都ベースでは、外形標準課税の導入により1.36％低下した。
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２．法人事業税

（４） 法人事業税への外形標準課税の導入

③ 望ましい外形基準のあり方

イ．外形基準の四つの類型の特徴等

(ｲ) 事業活動価値

ａ．法人の事業活動の規模は、その事業活動によって生み出された価値の大きさという形で把握すること
が可能と考えられます。

事業活動によって生み出された価値の算定については、生産要素である労働、資本財及び土地等へ
の対価として支払われたものが当該価値を構成すると考えられることから、法人の各事業年度における
利潤に、給与総額、支払利子及び賃借料を加え、通算することによって行うことができます(この方式に
よって算定したものを以下「事業活動価値」(仮称)と言います。)。

ｂ．事業活動価値は、事業活動によって生み出された価値に着目して法人に負担を求める税の課税標準
として、法人の人的・物的活動量を客観的かつ公平に示すと同時に、各生産手段の選択に関して中立性
が高いものとなると考えられることから、外形基準としては理論的に最も優れていると考えられます。

(ﾆ) 資本等の金額

ａ．資本金に資本積立金を加えた金額（以下「資本等の金額」と言います。）も、法人の規模をある程度表
しており、事業活動の規模もある程度示すものであると考えられ、納税・課税事務の負担の少ない簡素
な課税の仕組みとして、資本等の金額に着目した仕組みを考えることができます。

ｂ．しかし、法人の事業活動規模を適正に反映させるという観点からは、法人事業税全体をこの形に改革
することは現実的ではなく、所得基準による課税や他の外形基準による課税と組み合わせて用いるよう
検討すべきであると考えます。

わが国税制の現状と課題－21世紀に向けた国民の参加と選択－ （抄）
（平成12年7月 政府税制調査会答申）
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⑤ 導入の時期

法人事業税への外形標準課税の導入は、地方分権を支える安定的な地方税源の確保に資すること、 応
益課税としての税の性格の明確化につながるとともに、地方の行政サービスによって受益を得ている法人が
薄く広く税を負担することを通じて、税負担の公平化につながること、さらに、所得に係る税負担を相対的に
緩和することとなり、より多くの利益を上げることを目指した事業活動を促し、経済の活性化、経済構造改革
の促進に資すること等の重要な意義を有する改革であり、きわめて厳しい地方財政の現状等を踏まえれば、
すべての都道府県において幅広い業種を対象に、薄く広く負担を求める外形標準課税について、景気の状
況等を踏まえつつ、早期に導入を図ることが必要です。

「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」（抄）
（平成19年11月 政府税制調査会答申）

第２ 各論

２．法人課税

（４）地方法人課税

法人事業税の外形標準課税は、税負担の公平性の確保、応益課税としての税の性格の明確化、地

方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化等の観点から、平成15 年度税制改正において導入

されたところである。

外形標準課税は、多数の法人が法人事業税を負担していないという状況の是正を図るとともに、法

人所得に対する税負担を軽減する一方、付加価値等に対して課税するものであり、応益性の観点か

ら、将来的には外形標準課税の割合や対象法人を拡大していく方向で検討すべきである。
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（注）　各割ごとの税収は、決算値であり、超過課税分を含まない。また、平成25、26年度は地方財政計画ベースの数値。
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全国知事会「平成26年度税財政等に関する提案」（平成25年10月）（抄）

○ 地方法人課税の堅持及び外形標準課税制度の拡充等

地方法人課税は、法人の事業活動を支える地方団体からの様々な行政サービス等に

対して法人が応分の負担をするという大原則に基づくものであり、地方団体の重要な財源

である地方法人課税についての安易な縮減などの議論は受け入れられるものではない。

また、景気動向に配慮しつつ、法人事業税の応益課税としての性格の明確化や税収の安

定化の観点から、対象法人の資本金要件の見直しや付加価値割の拡大、課税標準である

「資本金等の額」の企業実態の適切な反映など、外形標準課税制度の拡充・見直しを検討

すべきである。
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法人住民税

均等割

○ 法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも個人と同様幅広く
負担を求めるもの。

○ 法人住民税には、市町村民税と道府県民税がある。それぞれ均等割、法人税割があり、
事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村が課税するもの。

［税収］

都道府県： 7,299億円

市 町 村：18,854億円

［税率］道府県民税：法人税額の5％［法人所得の1.28%相当］(制限税率6%）

〔3.2％［法人所得の0.82%相当］(制限税率4.2%）〕

市町村民税：法人税額の12.3％［法人所得の3.14%相当］(制限税率14.7%）

〔9.7％［法人所得の2.47%相当］(制限税率12.1%）〕

［税率］ 道府県民税:２～80万円(制限税率なし）

市町村民税:５～300万円(制限税率は標準税率の1.2倍）

［税収］ 都道府県：1,365億円 市町村：3,983億円

［税収］ 都道府県：5,924億円 市町村：14,871億円

＊税収は、平成24年度決算額（超過課税を含まない。）

法人住民税の概要

※下段の税率は、平成26年
10月１日以後に開始する事
業年度より適用される税率

資本金等の額等に応じて定額の負担を求めるもの

法人税額に応じた負担を求めるもの法人税割
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法人住民税均等割の税率

道府県民税

市町村民税

市町村内に有する事務所等の従業者数の合計数

50人超 50人以下

資
本
金
等
の
額

１千万円以下 ２万円 １２万円 ５万円

１千万円超
１億円以下

５万円 １５万円 １３万円

１億円超
10億円以下

１３万円 ４０万円 １６万円

10億円超
50億円以下

５４万円 １７５万円

４１万円

50億円超 ８０万円 ３００万円

道府県民税均等割は法人の資本金等の額、市町村民税均等割は法人の資本金等の額と従

業者数により税率を設定

17

0123456789



○ 全国知事会「平成26年度税財政等に関する提案」（平成25年10月）

成長戦略に基づく設備投資減税等が政府・与党において取りまとめられ、また与党税制改正大
綱（平成25年10月１日）においては、法人実効税率の在り方について、今後、速やかに検討を開
始するとされているところであるが、地方法人課税の税率引下げは地方財政に深刻な影響を与え
るものであり、また、国税である法人税についても、その一定割合が交付税原資であるほか、法
人住民税法人税割の課税標準でもあり、また法人事業税についても所得割の課税標準である所得
等が法人税の所得の計算の例により算定されることから、その軽減による地方財政への影響が懸
念されるところである。
このため、成長戦略に基づく投資減税や国・地方を通じた法人実効税率の引下げの検討等を行

う場合には、政策減税の大幅な見直しによる課税ベースの拡大や、他税目での増収策による代替
措置により、必要な地方税財源を確保することも併せて検討し、地方の歳入に影響を与えること
のないようにすべきである。

○ 全国市長会「平成26年度都市税制改正に関する意見」（平成25年８月）

法人実効税率の引下げや地方法人課税の見直し等の抜本的な改革を行う場合は、個別団体にお

いて行政サービスの低下を招かないよう確実に財源措置すること。

○ 全国町村会「平成26年度税制改正に関する要望」（平成25年11月）

法人実効税率のあり方について議論する場合は、課税ベースの拡大等による所要の地方税財源
の確保を大前提とし、地方財政に影響を与えないこと。

法人実効税率に関する地方団体からの意見
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個人住民税の概要

○ 個人住民税は、広く住民が地域社会の費用を分担するもの。
○ 個人住民税には、市町村民税と道府県民税がある。
○ 納税義務者は、市区町村（都道府県）に住所を有する個人である。

所得割

標準税率(年額) (※)

市町村民税 3,500円

道府県民税 1,500円

標準税率

市町村民税 ６％

道府県民税 ４％

計 １０％

税収 納税義務者数

個人住民税 約11兆4,300億円 約5,500万人

（参考）所得税 約15兆1,000億円 約5,100万人

税収 納税義務者数

個人住民税 約2,900億円 約6,000万人

(※) 復興財源確保のため、平成26年度から平成35年度分までの間、標準税率が年1,000円（市町村民税500

円、道府県民税500円）引き上げられている。

均等割

株式等譲渡所得割

非課税限度額を上回る者に定額の負担を求めるもの

納税義務者(※)の所得金額に応じた税額の負担を求めるもの（一律１０％）

(※)非課税限度額の制度あり

配当割

利子割

個人住民税

• 源泉分離課税として、所得税（１５％）と
合わせて税率２０％

• ３／５相当を市町村へ交付

※道府県民税として特別徴収

税率

５％

税収

約2,800億円
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税源移譲時の個人住民税の税率構造の見直し

１０％１０％
５％

５％

３％

（～平成18年度） （平成19年度～）
10%比例税率化

１３％
１０％

５％
０ 200

万円

700
万円

０ 200
万円

700
万円

１０％

国（所得税）
国から地方へ
（約3.4兆円）

地方から国へ
（約0.4兆円）

０

税源移譲

<参考>所得税率

10%
20%

30%
37%

４段階

5%
10%

20%
23%

33%
40%

６段階

（平成19年～平成26年）

（～平成18年）

○ 個人住民税は５％、１０％、１３％の累進税率から、１０％比例税率化
○ 一方、所得税は最低税率１０％→５％、最高税率３７％→４０％ （注）平成27年分以後の所得税から

税率45％を加えた７段階となる
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区 分 固 定 資 産 税

１．課税客体
土地、家屋及び償却資産

（土地：1 億 7,896万筆、家屋：5,851万棟）

２．課税主体 全市町村(東京都23区内は東京都が課税)

３．納税義務者
土地、家屋又は償却資産の所有者
（土地、家屋は登記簿上の所有者等を、償却資産は申告のあった所有者等を固定資産課税台帳に登録し課税）

（土地：3,987万人、家屋：4,009万人、償却資産：415万人）

４．課税標準
価格（適正な時価）
※ 土地及び家屋は３年ごとに評価替え（直近では平成24年度に実施。次回は平成27年度に予定）

※ 償却資産は、取得価額を基礎として、経過年数に応じ、定率法（旧定率法）により償却

５．税 率 標準税率 1.4％

６．免税点 土地：30万円、家屋：20万円、償却資産：150万円

７．賦課期日 当該年度の初日の属する年の１月１日

８．税 収（H24決算額） 8兆4,890億円（土地：3兆3,990億円、家屋：3兆5,514億円、償却資産：1兆5,387億円）

※ 税収以外のデータは、平成25年度実績。

固定資産税の概要

○ 固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和２５年の地方税制度の根本的改革に伴い創設。

○ 固定資産（土地、家屋及び償却資産）の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係
に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税。

○ どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏りが小さく市町村税としてふさわしい
基幹税目。
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